
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 法人が政治団体にした寄附 

Ｑ：当社は、ある政治団体に対して、賛助

金の名目により寄附を行いました。この寄附

金は税務上、どのように取り扱われるのでし

ょうか？ 

 なお、この賛助金は政治資金規正法の適用

を受けるものです。 

 
Ａ：政治資金規正法の適用を受けるもので

あっても、全額が税務上の損金となる寄附金

（指定寄附金）には該当しませんので、限度

額を超える部分は、損金の額には算入できま

せん。 

【解説】 

  会社が、事業に直接関係のないものに対し 

 て、金銭や物品を贈与した場合は、その支出 

 は寄附金として取り扱われます。 

  法人税法では、寄附金のうち、国や地方公 

 共団体に対するものや、公益の増進に寄与し 

 ている公共法人などに対するもの（指定寄附 

 金とよばれています）は、全額損金の額に算 

 入することができますが、指定寄附金以外の 

 寄附金は、損金算入する金額に制限が設けら 

 れています。 

  お尋ねの賛助金は、政治資金規正法に規定 

 するものであっても、指定寄附金には該当し 

 ませんので、一定の方法により計算した限度 

 額を超える部分については、損金の額に算入 

 することができません。 

  なお、個人が、政治資金規正法に規定する 

 政治活動に寄附を行った場合においては、寄  

 附金控除の適用がうけられることとされてい 

 ます。 
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